
R 3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R8 R8 R9 R9 R10 R10 R11 R11 R12 R12 R13 R13 R14 R14 R15

4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31

S36年度生 60

（1961年度生）

1961/4/2～1962/4/1

S37年度生 59 60 61 62 63 64 65

（1962年度生）

1962/4/2～1963/4/1

S38年度生 58 59 60 61 62 63 64 65

（1963年度生）

1963/4/2～1964/4/1

S39年度生 57 58 59 60 61 62 63 64 65

（1964年度生）

1964/4/2～1965/4/1

S40年度生 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

（1965年度生）

1965/4/2～1966/4/1

S41年度生 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

（1966年度生）

1966/4/2～1967/4/1

S42年度生 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

（1967年度生）

1967/4/2～1968/4/1

※制度完成までの間、暫定再任用制度により１年の任期を更新して65歳まで働くことができる

※60歳に達した日以降、退職して定年前再任用短時間勤務職員を選択することができる（任期は定年退職日まで）

R7.3.31退職

R9.3.31退職

R11.3.31退職

R13.3.31退職

R15.3.31退職

退職者なし 退職者なし 退職者なし S42年度生

制度完成引上げ開始

退職者なし 退職者なしS38年度生 S39年度生 S40年度生 S41年度生

2030年度

61 62 63 64 65

2023年度 2024年度 2025年度

定年の段階的引上げシミュレーション（2021年通常国会提出法案）

2031年度 2032年度2026年度 2027年度 2028年度 2029年度西暦年度

退職者

誕
生
年
齢

2021年度 2022年度

和暦年度

定年年齢 60

S36年度生 S37年度生

R4.3.31退職

R5.3.31退職

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用
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て
新
規
採
用
に
不
平
等
が
出
る

こ
と
と
な
り
、
新
規
学
卒
者
の

就
職
活
動
に
も
影
響
が
及
び
、

防
災
官
庁
と
し
て
の
技
術
力
の

継
承
に
も
悪
影
響
が
及
ぶ
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

員
か
ら
定
年
年
齢
が
引
き
上
げ

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
引
き
上

げ
年
度
に
は
、
定
年
退
職
者
が

居
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す

の

で
、
総
定
員
法
の
枠
組
み
の
中

で
は
、
新
規
採
用
者
を
採
用
す

る
こ
と
が
基
本
的
に
出
来
な
く

な
り
ま
す
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
政
府
は

国
会
で

「
新
卒
採
用
が
滞
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、

一
時
的
な
定

員
の
調
整
を
措
置
す
る
こ
と
を

考
え
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い

ま
す
が
、
現
段
階
に
お
い
て
ど

の
程
度
措
置
さ
れ
る
の
か
定
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

適
切
な
措
置
が
と
ら
れ
な
け

れ
ば
、
新
規
採
用
が
困
難
と
な

る
こ
と
に
よ

っ
て
計
画
的
な
人

材
育
成
に
支
障
を
き
た
し
、
安

定
的
な
公
務
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
影
響
を
及
ぼ
す
、
技
術
の
継

承
が
困
難
に
な
る
等
大
き
な
問

題
で
す
。
ま
た
、
年
度
に
よ

っ

こ
れ
ま
で
、
原
則
六
○
歳
と

し
て
い
た
定
年
年
齢
を
二
○
二

三
年
度
か
ら
二
年
に

一
歳
ず
つ

引
き
上
げ
、
最
終
的
に
六
五
歳

ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
段
階
的
引
き
上
げ
の

ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
下
表
の
通
り

と
な

っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
今
年
度
か
ら
改
正

「
高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に

関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

民
間
企
業
で
は
七
○
歳
ま
で
の

就
労
機
会
確
保
の
責
任
が
努
力

義
務
で
は
あ
り
ま
す
が
課
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
定
年
年
齢
に
つ

い
て
民
間
準
拠
を
口
実
に
更
な

る
引
き
上
げ
も
想
定
さ
れ
ま
す

昭
和
三
八
年
度
生
ま
れ
の
職

六
月
四
日
、
定
年
延
長
に
か
か
る

「
国
家
公
務
員
法
等
の

一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
現

在
の
原
則
六
○
歳
と
し
て
い
た
定
年
年
齢
が
二
○
二
三
年
度
か

ら
、
段
階
的(

二
年
に

一
歳
ず
つ)

に
引
き
上
げ
ら
れ
、
六
五
歳

に
な
り
ま
す
。

人
事
の
停
滞
や
年
齢
構
成
の
歪
化
、
役
職
定
年
制
な
ど
、
今

後
の
人
事
発
令
に
大
き
な
影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
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「
役
職
定
年
制
」
の
基
本
的

な
枠
組
み
は
、
管
理
監
督
職
の

職
員
で
勤
務
上
限
年
齢(

原
則

六
○
歳)

に
達
し
た
者
を
、
次

の
四
月

一
日
ま
で
の
期
間
に
、

他
の
官
職
に
移
動
さ
せ
る
も
の

で
す
。
役
職
定
年
は
、

一
定
の

年
齢
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
と

し
て

一
方
的
に
転
任

・
降
任
＝

不
利
益
変
更
さ
せ
る
制
度
で
、

年
齢
に
よ
る
差
別
と
言
え
ま

す
。
今
後
、
人
事
院
が
降
任
又

は
降
給
を
伴
う
転
任
を
行
う
に

当
た

っ
て
任
命
権
者
が
遵
守
す

べ
き
基
準
そ
の
他
の
必
要
な
事

項
を
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と

し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
中
部
地
整
の
二

三
年
度
定
年
退
職
者
で
言
え

ば
、
概
ね
三
○
人
の

「
管
理

職
」
が
定
年
退
職
年
度
明
け

ま
で
に
、
転
任

・
降
任
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
定
年

退
職
前
に
大
幅
な
処
遇
の
後

退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
す
。

六
○
歳
に
達
し
た
職
員
の

給
与
水
準
は
、
当
分
の
間
、

職
員
の
俸
給
月
額
は
、
職
員

が
六
○
歳
に
達
し
た
日
後
の

最
初
の
四
月

一
日
以
後
、
七

割
水
準(

俸
給
月
額
水
準
に
関

係
す
る
手
当
も
同
様)

に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
の
役
職
定
年
に
よ
り
降

任
等
に
な
り
管
理
監
督
職
で
な

く
な
る
職
員
は
、
俸
給
の
特
別

調
整
額
も
支
給
さ
れ
な
く
な
る

こ
と
か
ら
、
年
間
給
与
水
準
が

六
割
程
度
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

管
理
職
以
外
の
職
員
は
、
六

○
歳
時
と
同
じ
業
務
に
携
わ
っ

た
と
し
て
も
賃
金
が
三
割
削
減

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
職

員
の
生
活
へ
の
不
安
も
解
消
さ

れ
ま
せ
ん
。

更
に
、
七
割
水
準
を

「
当
分

の
間
」
と
し
て
い
る
の
は
、
人

事
院
が

「
六
○
歳
前
後
の
給
与

水
準
が
連
続
的
な
も
の
と
な
る

よ
う(

中
略)

六
○
歳
前
の
給
与

カ
ー
ブ
も
含
め
た
給
与
カ
ー
ブ

の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
」

と
言
及
し
、
定
年
延
長
制
度
完

成
時
ま
で
に
給
与
カ
ー
ブ
の
見

直
す
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
打
ち
出

し
て
お
り
、
極
め
て
危
険
で
す
。

定
年
年
齢
の
延
長
に
伴
う
退

職
手
当
へ
の
影
響
も
懸
念
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
退
職
手
当
に

つ
い
て
は
、
職
員
が
六
○
歳
に

達
し
た
日
後
の
最
初
の
四
月

一

日
か
ら
七
割
水
準
の
俸
給
月
額

と
な
る
場
合
も
、
管
理
監
督
職

員
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任

等
に
よ
り
俸
給
月
額
が
減
額
さ

れ
る
場
合
も
、
ピ
ー
ク
時
ま
で

と
ピ
ー
ク
時
後
退
職
時
ま
で
の

期
間
に
分
け
て
計
算
す
る
い
わ

ゆ
る

「
ピ
ー
ク
時
特
例
」
が
適

用
さ
れ
、
基
本
的
に
現
行
水
準

が
維
持
さ
れ
ま
す
。

任
命
権
者
は
、
職
員
が
六
○

歳
に
達
す
る
年
度

の
前
年
度

に
、
六
○
歳
以
後
の
任
用

・
給

与

・
退
職
手
当
の
制
度
に
関
す

る
情
報
提
供
を
行

っ
た
上
で
、

職
員
の
六
○
歳
以
後
の
勤
務
の

意
志
を
確
認
す
る
よ
う
に
努
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
金
支
給
年
齢
が
六
五
歳
の

職
員
の
将
来
設
計
に
大
き
く
影

響
す
る
退
職
年
齢
延
長
は
、
「
役

職
定
年
制
」
の
導
入
が
人
事
に

ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
か
も
不

明
な
中
、
昭
和
三
八
年
度
生
ま

れ
の
職
員
は
来
年
度
に
、
「
情

報
提
供
」
が
な
さ
れ
ま
す
。
既

に
管
理
職
の
職
員
は
、
今
更
、

「
降
任
」
を
覚
悟
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

一
日
も
早

く
全
職
員
へ
の
情
報
提
供
を
求

め
ま
す
。

定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
組
織
の
新
陳
代
謝
を
確
保

し
、
そ
の
活
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
①
指
定
職
、

②
俸
給
の
特
別
調
整
額
適
用
官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
官
職
と

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
＝
管
理
監
督
職
を
対
象
に

「
役
職
定
年
制
」
が

「
当
分
の
間
」
導
入
さ
れ
ま
す
。

事務官 技　官
本　局 ○○官 5 3
本　局 課 長 4
事務所長 2
事務所 副所長 6 2
事務所 ○○官 4 8
事務所 課 長 5 4
出張所長 3

小　　計 20 26
本　局 補佐等 1 2
建設専門官等 3
上席専門職 6 1
建設監督官 1

小　　計 7 7
専門職等 2 5
事務所 係 長 1 1

小　　計 3 6
(出) 係長、主任 1
退職者総数

2023年度　役職定年者数

70

俸給月額等に
連動する手当

地域手当、広域移動手
当、特地勤務手当、特
地勤務手当に準ずる手
当、超過勤務手当、休
日給、期末手当、勤勉
手当

60歳前と同様
の水準の手当

扶養手当、住居手当、
通勤手当、単身赴任手
当、特殊勤務手当、宿
日直手当、寒冷地手当

諸手当の分類


